
ユヒ
ーー
ユフ

も
の
あ
っ
た
お
か
、
阪
兵
衛
の
手
指
官
断
ち
、
持
お

を
同
名
古
姓
に
分
県
L
、
十
兵
衛
を
必
切
に
盛
L
、

そ
の
持
高
を
留
の
如
〈
耕
作
せ
し
め
た
こ
と
が
あ

る。

長
に
仕
へ
て
二
百
石
h
r
.
F
A
け
、
見
永
沢
年
父
の
裂
後

治
知
二
百
抗
十
石
奇
襲
い
で
前
俸
キ
-m出し
、
次
い
で

百
五
十
石
常
滑
L
、
大
小
持
組
に
班
L
、
後
胤
廻
組

に
都
じ
、
文
大
小
持
組
に
但
し
、
切
文
元
年
六
」
I
h貼

ユ
ヒ
ザ
ダ
キ
ヨ
由
比
定
清

初

名

出品市
、
後
勘
一
そ
以
て
放
し
た
。

兵
衛
o
父
勘
兵
衛
光
前
の
裂
後
、
也
知
百
石
世
間
い
一

ユ
ヒ
マ
サ
キ
ヨ
由
比
昌
清
泊
桝
勘
兵
衛
o
初

て
前
聞
利
判
的
に
仕
へ

、
正
保
三
年
山
奉
行
に
任
ぜ
ら
一
名
孫
兵
衛
疋
及
。
勘
兵
術
定
前
の
子
。
政
三
百
行
。

れ
た
が
、
能
〈
そ
の
峨
務
に
勤
め
て
鳥
銃
二
挺
を
お

一
例
袋
容
行

・
御
使
番
よ
り
漸
〈
跳
ん
で
御
小
終
組
問

賜
せ
ら
れ
、
次
い
で
ゑ
胞
三
年
品
開
二
百
石
を
加
へ
た
。

一
に
苧
一
旬
、
手
保
六
年
十
一
一月
十
一
日
卒
年
七
十
七
を

銘
文
三
年
制
じ
て
江
戸
御
限
式
番
と
な
り
、
抗
年
出

一
以
て
奴
し
た
。

銀
総
拙
翠
行
と
な
り
、
入
年
小
必
御
馬
廻
番
一
肌
と
な
一

ユ
ヒ
ミ
ツ
キ
ヨ
由
比
光
清
幼
名
柏
町
飽
…
、
後
勘

っ
て
、
在
飽
託
年
残
し
た

。

一

兵

衛

と

抑

制

し

た

。

緑

川
信
長
に
仕
へ
、
天
正
元
年
齢

ユ
ヒ
シ
ゲ
カ
ツ
由
比
重
勝

幼
名
彦
次
郎
、
後
一

十
八
の
時
将
軍
足
利
義
昭
骨
反
木
島
に
攻
め
て
先
B
R

民
部
。
三
河
の
入
。
初
め
徳
川
氏
に
仕
へ
て
大
番
組
一
の
功
が
あ
り
、
感
仰
臥
や
・
得
た
。
次
い
で口
N

篠
の
役
に

に
班
L
、
二
百
去
十
石
を
受
け
た
が
、
裂
長
六
年
前
一
出
陣
し
、
軍
令
を
犯
し
て
絡
を
削
ら
れ
、
飛
廓
に
町
出

削
利
治
夫
人
に
慰
し
て
来
。
仕

へ
、
二
百
況
十
石
た

一
れ
、
十
年
前
川
利
家
に
仕
へ
、製
年
足
料
印
刷
と
な
り
、

賜
は
っ
た
。
致
仕
の
後
時
間
容
と
癒
し
、見
永
五
年
間
由
。

一
卒
三
十
や
-
領
L
、
末
森
の
役
に
従
泊
し
て
政
凶
百
依

子
孫
悦
・4
掛川
に
仕
へ
た
が
、
嫡
系
は
七
代
伊
吉
が
文

一
を
加
へ
ら
れ
た
が
、
恩
災
意
に
麹
せ
ざ
る
や
.
以
て
数

化
玉
年

七
月
十
一
日

逐
電
す
る
に

及
ん
で
断
絶
し

一
仕
L
、
次
い
で
利
家
の
施
後
利
長
に
時
仕
L
、
初
勝

た

。

一

四

百

石

や

-

脇

は

っ

た

。

慨

に

し

て

航

山

長

矧

と

隙

あ

ユ
ヒ
ゼ
ン
ザ
エ
モ
ン
由
比
菩
左
衛
門

鴎
比
重

一
ーり
、
復
致
仕
し
て
去
旬
、
諾
凶
育
法
泊
L
、
利
市
の

勝
の
子
で
あ
る
が
、
災
よ
り
も
先
に
前
凶
利
家
に
仕

一
時
三
た
び
邸
り
仕
へ
て
部
品
肺
荷
受
け
た
o
次
い
で
大

へ
、
総
ご
首
班
十
石
を
受
け
、
後
大
坂
一
舟
役
に
は
宝
一

一
政
再
役
に
出
陣
し
、
山
鼎
身
先
R
R
し
て
左
膝
に
似
秒
一
受

諮
口一

一
，
丸
腕
下
で
酋
一
つ
を
磁
た
。

一
け
、
文
銃
丸
二
創

tv-彼
り
、
そ
の
功
翻
翻
査
の
際
碍

ユ
ヒ
h
F
ダ
カ
ツ
由
比
忠
勝

沼
群
五
兵
衛
。
章
一
ぴ
長
知
と
宇
う
て
資
腸
や
一奥
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
後

勝
の
間
男
、
九
践
で
前
回
利
協
に
仕
へ

、
二
百
石
を
一
に
金
の
掻
取
衆
の
一
人
に
列
し
、
町
永
十
年
年
七
十

受
け
、
府
廻
組
に
列
L
、
後
前
田
利
治
に
犬
山
引
寺
に

一
入
を
以
て
夜
。
長
子
新
右
衛
門
職
三
百
石
を
裂
い
だ

殺
し
た
が
、
政
哉
の
後
本
務
に
復
感
し
、
寛
文
十
二

一
が
後
円
聞
な
く
、
衣
子
勘
兵
衛
定
判
例
は
百
石
を
配
知
せ

年
齢
抗
十
三
官
以
て

夜

し

た

。

一

ら

れ

た

。

ユ
ヒ
マ
サ
カ
ツ
由
比
正
勝

初

名
三
助
、
後
五

一

ユ
フ
ガ
ホ
テ
イ
タ
額
一端

金
神
品
市
大
川
内
に
在

郎
左
衛
門
。
重
勝
の
三
男
。

幼
に
し
て
天
徳
院
夫
人
一
る
。
此
の
建
築
物
は
、
一
的
措
耐
時
代
の
也
容
を
今
に
mm

に
侍
し
た
が
、
そ
の
惚
艇
伶
大
で
あ
っ
た
か
ら
夫
人
一
へ
る
も
の
L

一
つ
で
、
結
構
関
山
地
古
和
、
一U'
前
に
あ

は
大
仰
と
呼
ん
で
鏑
愛
し
た
。
七
入
蹴
の
頃
か
ら
利

一
司
令
大
き
な
石
の
手
水
鉢
は
、
金
工
後
際
政
采
の
作
に

> 

係
る
と
い
は
れ
、
公
而
に
約
牙

mmz，の
献
が
浮
彫
に

さ
れ
て
目
。
、
h
a側
に
あ
る
竹
石
手
水
鉢
は
、
自
ら

竹
の
以
幹
の
安
体
守
的
へ
た
化
石
で
あ
る
。
前
凶
治

倫
の
手
杷
安
永
三
日
叩
一
山
月
二
十
四
日
の
侠
に
、『
七
時

過
謹
池
へ
行
云
々
。
取
の
桜
子
俄
税
惣
体
宜
蚊
梢
見

ゆ
。
就
中
巾
ぬ
の
杭
子
、
柴
容
ふ
せ
候
桜
子
、
小
松

帥
即
時
う
ゑ
、
巾
々
桜
子
立
政
相
見
ゆ
る
也

o
pも
段

段
出
来
す

o
p脇
の
山
川
波
一
酬
の
初
予
父
一
双
也
。
』

と
あ
る
も
の
即
ち
是
で
、
七
月
朔
日
に
は
そ
の
茶
府

開
常
行
う
て
ゐ
る
。
こ
れ
よ
り
後
こ
の
苧
は
制
見
の

び
と
呼
ば
れ
て
防
た
o
h
f
の
壁
に
剣
形
の
す
か
し
が

あ
る
か
ら
タ
郎
平
と
い
う
た
の
は
明
治
以
後
の
こ
と

だ
ら
う
。

ユ
フ
キ
ウ
ヂ

結
城
氏

貸
永
踏
に
、
石
川
郡
稲

悶
村
簡
の
内
に
、
音
結
城
七
州
出
羽
光
目
的
住
の
聞
に
て

開
口
出
版
跡
が
あ
る
と
酎
肥
し
て
ゐ
る
。
明
光
の
何
人
か

は
分
か
ら
ぬ
が
、
こ
の
地
は
一
耐
悶
態
の
こ
と
で
あ
ら

う
。
結
城
氏
に
は
、
牒
正
ご
年
活
内
装
段
銭
井
川
間
役

引
付
に
、『
町
出
口
也
百
九
十
文
、
結
城
左
近
持
政
加
賀

凶
河
内
作
品
段
銭
』
と
あ
り
、
鋭
元
日
程
文
明
七
年
八

月
十
六
日
に
、『
結
城
柏
崎
市
丸
知
行
分
加
州
山
内
庄
之

内
云
々
』
と
あ
り
、
長
。
弘
元
年
尚
徳
院
股
江
州
御
動

箆
杷
に
加
州
結
城
修
理
苑
が
あ
り
、
白
山
宮
前
級
制

中
記
録
娃
総
三
年
に
は
結
城
方
が
あ
る
。
こ
の
結
城

方
は
宗
弘
の
こ
と
で
、
鶴
市
丸
も
修
班
官
'
ん
も
亦
同
人

な
の
で
あ
ら
う
。
宗
弘
の
子
に
は
七
郎
四
郎
宗
俊
が

あ
っ
た
。

ユ
フ
キ
ム
ネ
ト
シ

結
城
宗
俊

迦
群
七
郎
四
郎
。

石
川
似
稲
川
の
土
品
酷
で
あ
っ
た
。
天
文
十
一
一
年
白
山

諸
蛍
諮
問
削
の
椴
利
に
倒
し
て
、
牛
首

・
風
間
出
村
民
と

信
裕
と
相
頃
ふ
や
、
宗
俊
は
前
者
を
援
け
、
之
そ
将

軍
足
利
義
附
に
出
却
し
た
が
、
十
四
年
六
月
什
四
日

附
そ
以
て
敗
訴
の
判
決
そ
奥
へ
ら
れ
、
後
に
恥
ぢ
て

ー、司、』、
J

J

-

，
 

一
以
凶
問
に
去
っ
た
o
こ
の
時
白
山
本
宮
は
賂
添
の
後
留

者
で
あ
っ
た
が
、
宗
俊
は
養
父
宗
弘
以
来
本
宮
に
討

し
て
敵
諮
そ
摘
む
も
の
で
あ
っ
た
。

ユ
フ
キ
ム
ネ
ヒ
ロ

結
城
宗
弘

白
山
宮
川
山
即
液

中
記
録
延
徳
三
辛
亥
十
月
十
一
日
に
石
川
郡
佐
世
口
に

治
す
る
結
城
方
が
白
山
本
宮
に
附
入
し
た
と
あ
乙
。

こ
れ
は
長
吏
吸
や
-製
望
し
た
結
果
で
、
結
城
氏
は
宗

俊
の
益
交
宗
弘
で
あ
ら
う
。
こ
の
騒
鐙
に
祇
陀
守
山

崎
町
市
侍
者
兄
弟
三
人
・延
命
阪
采
俊
父
子・
隔
世
一
刷
幼
宰

樹
・後
際
九
郎
等
戦
死
し
、本
院
・地
山
肌
院
・理
問
院
等

は
兵
制
民
に
縫
っ
た
。
長
夏
彼
氏
の
子
型
性
坊
波
範
、

時
に
年
十
六
で
あ
っ
た
が
、
密
闘
し
て
弱
名
そ
川
出
は

し
た
。ユ

フ
パ
エ
タ
ぽ
え

一
一
仙
。
ぷ
永
七
年
三
月
入

日
禁
札
十
三
回
忌
の
お
に
、
東
山
双
林
寺
中
の
支
阿

捕
で
印
刷
し
た
側
稔
の
附
合
法
び
追
悼
の
綬
句
山
県
守
、

容
初
に
梅
迦
が
抱
一
対
跡
中
~
お
い
て
ゐ
る
。

ユ
フ
ヒ
ガ
ラ
ス
タ
白
鳥

一

断
。
金
搾
の
例
入

阪
自
活
。

質
的
十
一
年
若
者
が
加
賀
を
出
で
、山
陰
・

山
陽
・南
海
に
逝
ん
だ
時
の
館
別
吟
荷
主
と
し
、何
容

を
加
へ
た
集
で
あ
る

o
M自
は
先
に
訟
島
に
雫
り
、

今
年
橋
立

・
級
品
闘
す
を
見
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る。

序
は
藻
隠
半
巴
初
秋
日
烏
鼠
山
様
、
巴
の
晩
夏
弧
刷
山

知
仙
字
化
坊
。

叫酬は
日
々
雌
松
凶
。
京
循
庭
治
兵
衛

板
。

ユ
フ
ヒ
ゴ
ウ
下
回
郷
能
管
制
州
の
古
郷
名
。
利

名
抄
に
、
上
日
宇
一
阿
佐
比
と
訓
ず
る
に
倣
っ
て
、
下

日
は
お
に
向
布
比
と
馴
む
べ
き
で
あ
る
。
朝
日
郷
を

二
つ
に
分
け
た
も
の
で
、
加
村
山
都
阿
佐
比

・
之
毛
郡

阿
佐
山
で
あ
る
と
す
る
設
は
採
り
錐
い
。
下
日
郷
の

位
置
は
今
不
明
で
あ
ろ
。

ユ
フ
ヒ
デ
ラ
夕
日
寺

河
北
部
小
坂
庄
に
山
幽
す

る
部
W

問
。
泊
施
胞
に
、
こ
の
村
に
観
音
堂
が
あ
り
、

i> 

• 


